
　6 月から半年コースの運動教室「楽しく体を動かそう（埼
玉モデル）」が始まります。これは埼玉県が推奨する健康
長寿埼玉モデルのプログラムで、体力測定や歩数測定、筋
肉量・基礎代謝量などの体組成測定を実施し、体力測定等
の結果をもとに家庭でも継続して取り組めるようサポート
していきます。
対　　象　　東秩父村在住・在勤者　 
会　　場　　保健センター　
講　　師　　遠藤　良江　先生
期　　間　　６月～１１月　　　　
費　　用　　無料　（調理実習のみ実費）
定　　員　　昼・夜　各５０名程度
　　　　　　 両方のコースに参加することもできます。
申込み・
　　問合せ　保健センター　☎８２－１５５７

昼のコース　１７回 夜のコース　１２回 美味しく減らしましょう

午後 1時 30 分～ 3時
☆印は体力測定

午後 7時～ 8時 30 分
☆印は体力測定

9月 11 日 （水）
（夜）

午後 6時～ 8時
（調理実習）

☆　6 月 6 日
6 月 20 日
7 月 4 日
7 月 11 日
7 月 18 日
8 月 22 日
8 月 29 日
9 月 12 日
9 月 19 日
9 月 26 日

10 月 3 日
10 月 10 日
10 月 17 日
10 月 24 日
11 月 14 日
11 月 21 日

☆ 11 月 28 日

（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）

☆　6 月 3 日
6 月 17 日
7 月 1 日
7 月 22 日
8 月 19 日
8 月 26 日
9 月 2 日
9 月 9 日

10 月 7 日
10 月 21 日
11 月 18 日

☆ 11 月 25 日

（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）

心身軽やか運動教室楽しく体を動かそう（埼玉モデル）

国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が
免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（５０歳未満）」があります。

「保険料免除制度」
　所得の減少や失業などで保険料を納めることが困難なときに申請し、認められると保険料の納付が全部または一部
免除されます。申請者本人（被保険者）・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が審査の対象となり、所得に応じて次
のように免除が承認されます。
①全額免除　②４分の３免除　③半額免除　④４分の１免除
※ 一部免除を承認された方は、一部納付保険料を納付する必要があります。納付書は承認通知書を合わせて日本年金

機構から送られてきますので、期限内に納付してください。
「納付猶予」

　５０歳未満の方（学生を除く）は申請により保険料の全額の納付が猶予されます。申請者本人および配偶者それぞ
れの前年所得が審査の対象となります。
申請免除等の承認期間と申請時期について
　免除申請の承認期間は原則７月から翌年６月までです。平成３１年度の免除申請は７月１日から申請可能です。ま
た、申請時点の２年１か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
問合せ　秩父年金事務所　　　　　　　☎０４９４－２７－６５６０
　　　　住民福祉課　福祉・年金担当　☎８２－１２２６

児童手当現況届について
　６月分以降の児童手当等（児童手当と特例給付を合わせて児童手当等といいます）を受けるには現況届が必要です。
現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確
認するためのものです。提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
＊詳細については受給者宛に現況届用紙等を郵送しますので、必ず６月２８日（金）までに住民福祉課へ提出してく
ださい。現況届用紙等が届かなかった場合は、お問合せください。
問合せ　住民福祉課　児童手当担当　☎８２－１２２６

「SAITAMA出会いサポートセンター」が出会いの機会の提供と結婚までのサポートを行います！（会員募集のお知らせ）
　平成３０年（２０１８年）１０月にオープンした「SAITAMA 出会いサポートセンター」は、現在、登録いただい
ている会員が１，７００人を超え、すでに結婚に向けて６組のカップルが当センターを卒業されています。
　センターでは、会員を随時募集していますので、出会いの機会をお求めの方は、SAITAMA 出会いサポートセンター
ホームページ（https://www.koitama.jp）で詳細をご確認ください。また、ご質問やご相談がある方は、事務局（☎
０４８－７８９－７７２１）までお問い合わせください。
サービスの特徴

・お手元のスマートフォンで会員の中から希望条件でお相手を選び、お見合いの申込みができます。
・ＡＩが会員の中から相性の良い相手を紹介します。
・センターの相談員が個別のお悩みに対応します。
・会員に婚活イベント・セミナーの情報を配信します。
　 入会条件 　

・結婚を希望し、自ら婚活の意思がある２０歳以上の独身男女
・埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県へ移住をお考えの方
・スマートフォンをお持ちの方
　利用登録料　
１５，０００円（税込・２年間有効）
※「東秩父村在住の方は１０，８００円の割引料金適用」
※１０月以降については、消費増税により、利用登録料が変更となる場合がありますので御注意ください。

SAITAMA出会いサポートセンターとは…
　県、市町村、民間企業等がセンターが一体と
なって運営する結婚支援センター。センターで
は、結婚を希望される方の出会いから交際、結
婚までを相談員と結婚支援システムによりサ
ポート。
　設置場所は、浦和（さいたま市浦和区）、本庄
市、坂戸市の３か所。不定期に出張登録・相談
所も開所（大宮、深谷、戸田、桶川、日高、寄居）
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